
◎都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 
（平成二八年六月七日法律第七二号）   

一、提案理由（平成二八年五月一八日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました都市再生特別措置法等の一部を改正する法

律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国の大都市については、我が国経済の牽引役として世界の都市間競争に対応し、

世界じゅうから企業や人、投資等を呼び込むため、国際競争力や防災機能を一層強化す

る必要があります。 

 また、地方都市においては、人口減少や少子高齢化の進展に対応し、地方創生を実現

するため、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを進める必要があります。 

 加えて、高度経済成長期に大量に供給され、老朽化が進んでいる住宅団地について、

地域の拠点として再生を図ることが求められております。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、都市の国際競争力と防災機能の強化を図る民間都市開発事業への支援を強化

するため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長、国際競争力強化に資する国際

会議場施設等の整備に対する金融支援制度の創設、災害時においても一定の区域内にエ

ネルギーを継続的に供給するための協定制度の創設等を行うこととしております。 

 第二に、コンパクトでにぎわいのあるまちづくりを進めるため、市街地再開発事業に

ついて、既存建築物を有効に活用するための個別利用区の創設、医療、福祉、商業施設

等を誘導する特定用途誘導地区の施行区域への追加等を行うこととしております。また、

官民連携により町のにぎわいを創出するため、低未利用の土地や建築物を市町村やまち

づくり団体が有効に活用するための協定制度の創設、自転車駐車場や観光案内所等の設

置に係る都市公園の占用許可特例の創設等を行うこととしております。 

 第三に、住宅団地の再生を図るため、共有土地において市街地再開発事業を行う際の

組合員数の算定方法の見直しを行い、住宅団地の建てかえを進めることとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成二八年五月二四日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました三案件につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに、地域の実情に応じた市

街地の整備及び住宅団地の建てかえの促進を図るため、所要の措置を講じようとするも

ので、その主な内容は、 



 第一に、国際会議場等の整備に対する金融支援制度の創設や災害時の非常用電気等供

給施設に関する協定制度の創設、 

 第二に、市街地再開発事業において既存建築物の有効活用を可能とする個別利用区制

度の創設、 

 第三に、同事業の組合施行における組合員規定の見直し 

等であります。 

 本案は、去る五月十七日本委員会に付託され、十八日石井国土交通大臣から提案理由

の説明を聴取し、二十日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多

数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成二八年六月一日） 

○金子洋一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた

市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事

業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協

定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の

措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、都市再生施策の推進と地方都市の活性化、都市の国際競争力

及び防災機能の強化に向けた取組、老朽化した団地型マンション等の再生の在り方等に

ついて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰巳孝太郎委員、社

会民主党・護憲連合を代表して吉田忠智委員より、本法律案にそれぞれ反対する旨の意

見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


